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新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則
（趣旨）
第１条 この規則は，新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年新潟市条例第34号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（申請書の提出）
第２条 条例第２条第１項又は第３項の規定により登録を受けようとする者は，登録を受けようとする日の２月前から１月前の間に，申請書を市長に提出しなければならない。
（申請書の様式）
第３条 条例第３条第１項の申請書は，別記様式第１号によるものとする。
（申請書の添付書類）
第４条 条例第３条第２項第１号に規定する誓約書は別記様式第２号，同項第２号に規定する器具明細書は別記様式第３号，同項第３号に規定する業務提携証書は別記様式第４号による
ものとする。
２ 条例第３条第２項第４号に規定する規則で定める書類又は図面は，次のとおりとする。
(１) 申請者が個人である場合には申請者（その法定代理人（法定代理人が法人である場合には，その役員）を含む。）の略歴を記載した書類（別記様式第５号）及び申請者（その法
定代理人（個人に限る。）を含む。）の住民票の写し又はこれに代わる書類，申請者が法人である場合にはその役員の略歴を記載した書類（別記様式第５号）及び登記事項証明書

(２) 営業所の所在地付近の案内図
(３) 営業所ごとに保守点検を受託している浄化槽の基数を記載した書類（別記様式第６号）
(４) 営業所ごとに置かれる専任の浄化槽管理士が浄化槽管理士免状の交付を受けた者であることを証する書類
(５) 前号の浄化槽管理士の略歴を記載した書類（別記様式第７号）及び住民票の写し又はこれに代わる書類
(６) 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第10条第２項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検を行おうとする場合は，浄化槽管理士が環境省関係浄化槽法施行規則（昭和59
年厚生省令第17号。以下「省令」という。）第８条に規定する技術管理者の資格を有していることを証する書類

(７) その他申請書に添付することを市長が指示した書類又は図面
（登録簿の様式）
第５条 条例第４条第１項の浄化槽保守点検業者登録簿は，別記様式第８号によるものとする。
（登録証明書の交付）
第６条 市長は，条例第４条第１項の規定により登録をした場合は，別記様式第９号による浄化槽保守点検業者登録証明書を交付するものとする。
（登録簿の謄本の交付等）
第７条 条例第４条第３項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は，別記様式第10号による浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付（閲覧）
請求書を市長に提出しなければならない。
２ 浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧は，新潟市役所環境部環境対策課内において，市長の定める方法により，これを行わなければならない。
（変更の届出）
第８条 条例第６条第１項の規定により変更の届出をしようとする者は，別記様式第11号による浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書を市長に提出しなければならない。
２ 条例第６条第１項の規定により変更の届出をする場合において，当該変更が次の各号に掲げる事項に係るものであるときは，当該各号に定める書類又は図面を浄化槽保守点検業者登
録事項変更届出書に添付しなければならない。
(１) 条例第３条第１項第１号に掲げる事項 条例第３条第２項第１号に規定する誓約書及び第４条第２項第１号に規定する書類
(２) 条例第３条第１項第２号に掲げる事項 条例第３条第２項第２号に規定する器具明細書及び第４条第２項第２号に規定する図面
(３) 条例第３条第１項第３号に掲げる事項 条例第３条第２項第１号に規定する誓約書及び第４条第２項第１号に規定する書類
(４) 条例第３条第１項第４号に掲げる事項 第４条第２項第４号及び第５号に規定する書類
(５) 条例第３条第１項第５号に掲げる事項 条例第３条第２項第３号に規定する書類
３ 第６条の規定は，条例第６条第１項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
（廃業等の届出）
第９条 条例第７条の規定により廃業等の届出をしようとする者は，別記様式第12号による浄化槽保守点検業廃業等届出書を市長に提出しなければならない。
（器具の備付け）
第10条 条例第９条第２項に規定する規則で定める器具は，次のとおりとする。
(１) 溶存酸素計
(２) 透視度計
(３) 水素イオン濃度指数測定器具
(４) 亜硝酸性窒素測定器具
(５) 残留塩素測定器具
(６) 汚泥沈殿率測定器具
(７) スカム及び汚泥厚測定器具
(８) その他異物の除去等浄化槽の保守点検の技術上の基準を遵守するため必要な用具等
（浄化槽管理士の研修）
第10条の２ 条例第９条第４項の規則で定める研修は，新潟県若しくは新潟県内の市町村又は次に掲げる事項についての研修を適正かつ確実に行うことができると市長が認めた者が，
当該事項について行うものとする。
(１) 浄化槽に関する行政の動向
(２) 浄化槽の構造及び機能
(３) 浄化槽の保守点検及び清掃の手法
(４) 新潟県内における浄化槽に関する情報
（浄化槽管理士証）
第11条 条例第10条第４項に規定する規則で定める浄化槽管理士証は，別記様式第13号によるものとする。
（標識）
第12条 条例第11条に規定する規則で定める事項は，次のとおりとする。
(１) 氏名又は名称及び法人にあつては，その代表者の氏名
(２) 登録番号及び登録有効期間
(３) 営業所名
２ 条例第11条の標識は，別記様式第14号によるものとする。
（帳簿の備付け等）
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第13条 条例第12条の規定により営業所ごとに備えるべき帳簿は，次のとおりとする。
(１) 浄化槽保守点検台帳
(２) 浄化槽保守点検記録票
(３) 浄化槽管理士日報
２ 前項第１号の浄化槽保守点検台帳は，次に掲げる事項を記載するものとする。
(１) 契約番号又は整理番号及び施設又は建築物の名称並びに所在地
(２) 浄化槽管理者の氏名及び住所
(３) 浄化槽の処理対象人員，性能及び構造
(４) 浄化槽の工事業者名及び設置届出年月日
(５) 保守点検を担当する浄化槽管理士の氏名
(６) 保守点検実施年月日及び修繕等の記録
３ 第１項第２号の浄化槽保守点検記録票は，次に掲げる事項を記載するものとする。
(１) 浄化槽管理者の氏名及び保守点検実施年月日
(２) 省令第２条第１号イからヘまでに掲げる事項の点検結果
(３) 省令第２条第２号から第14号までに掲げる措置を講じた場合には，その内容
(４) その他単位装置及び付属機器の稼動状況，異常の有無，修理の要否等特記すべき事項
４ 第１項第３号の浄化槽管理士日報は，次に掲げる事項を記載するものとする。
(１) 保守点検実施年月日及び時刻
(２) 保守点検浄化槽の所在地及び浄化槽管理者名
(３) 点検結果又は特記事項
５ 第１項の帳簿は，各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし，閉鎖後３年間保存しなければならない。
（身分を示す証明書）
第14条 条例第14条第３項に規定する身分を示す証明書は，別記様式第15号によるものとする。
（その他）
第15条 この規則に定めるもののほか，浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項は，別に定める。

附 則
この規則は，条例の施行の日（昭和60年10月１日）から施行する。
附 則（昭和61年規則第４号）

この規則は，昭和61年４月１日から施行する。
附 則（平成４年規則第８号）

この規則は，平成４年４月１日から施行する。
附 則（平成８年規則第34号抄）

（施行期日）
１ この規則は，平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成９年規則第48号）
この規則は，平成９年７月１日から施行する。

附 則（平成12年規則第101号）
この規則は，平成13年１月６日から施行する。

附 則（平成13年規則第19号）
この規則は，平成13年４月１日から施行する。

附 則（平成17年規則第240号）
この規則は，公布の日から施行する。
附 則（平成19年規則第142号）

この規則は，平成19年４月１日から施行する。
附 則（平成20年規則第59号）

（施行期日）
１ この規則は，公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現に発行されている立入検査員証は，改正後の新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則の規定による立入検査員証とみなす。

附 則（平成24年規則第58号）
この規則は，民法等の一部を改正する法律（平成23年法律第61号）の施行の日（平成24年４月１日）から施行する。

附 則（平成25年規則第32号）
（施行期日）
１ この規則は，平成25年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の別記様式第２号の規定は，この規則の施行の日以後に市長に提出する申請書（新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年新潟市条例第34号）第３条第１
項の申請書をいう。以下同じ。）又は浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書（新潟市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第８条第１項の浄化槽保守点検業者登録事項
変更届出書をいう。以下同じ。）に添付すべき誓約書（同条例第３条第２項第１号に規定する誓約書をいう。以下同じ。）について適用し，同日前に市長に提出された申請書又は浄化
槽保守点検業者登録事項変更届出書に添付すべき誓約書については，なお従前の例による。
附 則（令和２年３月27日規則第15号）

この規則は，令和２年４月１日から施行する。
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別記様式第１号（第３条関係）
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別記様式第２号（第４条関係）
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別記様式第３号（第４条関係）
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別記様式第４号（第４条関係）
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別記様式第５号（第４条関係）
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別記様式第６号（第４条関係）
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別記様式第７号（第４条関係）
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別記様式第８号（第５条関係）
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別記様式第９号（第６条関係）
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別記様式第10号（第７条関係）
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別記様式第11号（第８条関係）
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別記様式第12号（第９条関係）
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別記様式第13号（第11条関係）

15/17ページ

2020/06/01http://www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrPrF12/init



別記様式第14号（第12条関係）
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別記様式第15号（第14条関係）
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